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令和２年度 議会改革推進検討会 答申 

 

 令和２年７月２１日に、議長から諮問のありました議会改革の推進のための事項につ

いて、以下のとおり答申します。 

 

１．議会のペーパーレス化、ＩＣＴ化 

議会のペーパーレス化、ＩＣＴ化については、議会等へのタブレット端末の導入、

Ｗｉ-Ｆｉ環境およびＯＡ機器の整備により、一定の成果が出たものとする。 

 

２．議会役員構成任期 

議員の体験機会確保のため、現状の 1年任期のままとする。少数意見では広域事務

議会などでの安定性や議会改革を進めるうえでの２年任期がある。 

なお、議会改革などの意志を明確にした所信表明を伴う役員選挙の必要性、および

再任については検討の余地がある。 

また、このような案件について当会作業部会のように議員間の自由討議のできる場

の確保に努められたい。 

 

３．議員報酬 

議員報酬については市民の客観的な意見が必要であり、阪南市特別職給料等審議会

の開催が必要である。今後の改定については、それら客観的な意見も充分に考慮する

ものとする。 

《議論の内容》 

議会基本条例における議員報酬について以下の議論が行われている。 

（１）議員の定数及び議員報酬の基準は、人口、面積、財政力及び市の事業課題並び

に他市の状況等を総合的に検討し、決定するものとする。 

（２）議員報酬の改正に当たっては阪南市特別職給料等審議会等、市民の客観的な意

見も充分に考慮するものとする。 



（３）阪南市議会議員定数条例（平成１４年９月３０日条例第２４号）又は阪南市議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４７年１０月２０日条例第

２６号）を 改正する条例案を議員が提出する場合は、前２項の規定を踏まえた明

確な改正理由を付さなければならない。 

 

４．議会基本条例 

現在、審議中でまだ答申まで至っていない。 

 

５．その他 

該当項目なし 

  

 なお、議会基本条例の検討をはじめ、答申まで至らない課題が残されているため、任

期中の継続した協議を求めます。 


